
世帯全員が住民税非課税である方のうち、
次のいずれかに該当する方

◆ 保険証が新しくなります

現在ご使用の減額認定証の有効期限が平成25年７月31日をもって満了となるため、８月以降は使用で
きなくなります。有効期限は保険証と同じく１年間です。
引き続き交付対象に該当する方は、保険証と一緒に保健福祉課高齢者医療担当o番窓口でお渡しします。
新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、保健福祉課後期高齢者医療担当
へ申請してください。

＜減額認定証の交付対象…次の区分1または区分2に該当する方＞

区分2

区分1

世帯全員が住民税非課税である方

・世帯全員の所得が０円の方

（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）

・老齢福祉年金を受給されている方

問 い　 合 わ　 せ　 先

北海道後期高齢者医療広域連合
†011－290－5601

保健福祉課　健康医療グループ
後期高齢者医療担当
†76－2151(内線229)

○すでに「発行希望」のご連絡をいただいている方には、継続して発行しますので、再度のご連絡は必要ありません。

○医療費通知を受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はありません。

※この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。

新 し い 減 額 認 定 証 は 水 色 で す

◆医療費通知の発行を希望される方へ
被保険者の皆様に健康や医療に対する理解を深めていただくために、医療費を半年ごとにまとめ、発
行をご希望の方を対象に医療費通知を送付しています。
なお、次回の発行は、９月（平成25年１月～６月の医療費を対象）に行います。

新たに発行をご希望の方は、お手数ですが、北海道後期高齢者医療広域連合又は役場保健福祉課後期
高齢者医療担当へご連絡ください。

●新たに発行をご希望の方はご連絡ください

◆減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります

※有効期限が１年間になり、毎年更新することになりました。
現在ご使用の保険証の有効期限が平成25年７月31日をもって満了となるため、８月以降は使用できな
くなります。
７月22日より新しい保険証に更新しますので、役場保健福祉課後期高齢者医療担当o番窓口に印鑑と
旧保険証を持って更新手続き願います。

〇新しい保険証の有効期限は、平成26年７月31日までです。

〇紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、保健福祉課後期高齢者医療担当までお申し出ください。

〇役場までこられない方には、保険証を郵送いたしますのでご連絡下さい。

新 し い 保 険 証 の 色 は ピ ン ク 色 で す

障害年金の所得状況届は
７月末までに

障害基礎年金の所得状況届が日本年金機構より送

付されます。

この所得状況届は、引き続き障害年金を受ける権

利があるかどうかを確認するもので、毎年７月末ま

でに役場に提出していただくものです（提出されな

い時は、年金の支給を一時停止する場合があります）。

また、障がいの程度を確かめる必要のある方につ

いては、診断書の用紙が同封されます。７月中に病

院で受診し、医師の記入を受けてから、役場に提出

してください。

所得状況届提出先及び問い合わせ先
役場　戸籍・年金担当

†76-2151（内線222・223)
問い合わせ先
北見年金事務所　†0157-33-6008

いちいの園臨時職員募集
介護職員 若干名

資　　格 介護福祉士またはヘルパー２級以上の

資格を有し、心身とも健康な方

勤務形態 施設職員に準ずる

賃　　金 「津別町臨時職員の給与等に関する規則」

による

雇用期間 平成25年７月中旬から

平成26年３月31日まで

申込方法 市販の履歴書に必要な事項を記入のうえ、

７月10日（水）までにいちいの園へ提出

してください

そ の 他 詳しくは、いちいの園までお問い合わせ

願います

問い合わせ先

津別町特別養護老人ホーム　いちいの園

†76－3205
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